
【大雨特別警報について】 

①大雨特別警報が発令された場合 

 

（１）糸満市が大雨特別警報に指定された場合、学校を一時的に休業とする。 

 

（２）糸満市以外で、生徒が居住する市町村が大雨特別警報に指定された場合は、各自治体

の指示に従ってください。居住地に災害被害が予想あるいは起きた場合、また学校までの通

学手段が確保されない場合には、該当生徒については校長が出校停止を承認します。 

 

 

②授業再開について 

 大雨特別警報が解除になれば、授業を再開する。ただし、以下の条件に注意すること。 

 

（１）特別警報等が午後１０時までに解除されていない場合、翌日の早朝講座は休講とする。 

 

（２）特別警報等が午前 6 時までに解除され、路線バスも運行を再開している場合は、早朝

講座は休講、８時５０分までに登校する。 

 

（３）特別警報等の解除が、正午までに行われ、路線バスも運行を再開している場合は、１

３：３０までに登校、５校時から授業を行う。 

 

（４）特別警報等が正午までに解除されなかった場合、引き続き休校等する。 

 

 

 

 

※登校については、特別警報解除後、状況に応じて登校する事。 

 

 


